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問われるバイオマス発電

改定EU再⽣可能エネルギー司令は森を守れるのか



バイオマス発電の主な問題点

https://foejapan.org/wpcms/wp-content/uploads/biomass_infographics-.pdf

⽕⼒発電である

燃料⽣産のための森林伐採

バイオマス発電＝カーボン
ニュートラルではない

地域住⺠への影響

問題だらけのFIT制度

⽯炭⽕⼒の延命

輸⼊燃料への依存
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＜出典＞普通貿易統計

61倍



＜出典＞貿易統計

110倍

110倍
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事業計画策定ガイドライン（P. 8 抜粋）
3-③輸⼊⽊質バイオマス

（1）既存⽤途へ与える影響を最⼩限にするように努めること

（2）国内の燃料調達事業者だけに留まらず、現地燃料調達事業者等との

（直接⼜は商社等を通じた間接の）燃料安定調達協定等を確保すること

（3）加⼯・流通を⾏う取扱者から、持続可能性（合法性）が証明された⽊

材・⽊材製品を⽤いることを証明する書類の交付を受け、事業実施期間にわ

たりその書類を保存するとともに、経済産業⼤⾂の求めに応じて、提出でき

る状態としておくこと



事業計画策定ガイドライン（P. 12 抜粋）
3-③輸⼊⽊質バイオマス

【解説】③(3)について、固定価格買取制度においては、法に則って伐採され

た⽊材のみを燃料として認めているため、認定申請に当たっては、燃料調達

に関する体制において、持続可能性(合法性)が証明された⽊材・⽊材製品を

⽤いていることを証明することが必要である。具体的には、森林認証制度や

CoC認証制度等における認証が必要であるが、詳細は林野庁「⽊材・⽊材製

品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」を参照すること。



⽊材・⽊材製品の合法性、持続可能性の証明のた
めのガイドライン（2006年2⽉）

（１）森林認証制度及びCoC認証制度を活⽤した証明⽅法
①概要: 森林認証制度及びCoC認証制度は、持続可能な森林経営の⾏われている森林を第三者機関が評価・

認証し、そこから⽣産された⽊材・⽊材製品を分別管理することにより、消費者が選択的にこれらを購⼊

できるようにする制度であり、これを活⽤する。

②留意事項: 合法性、持続可能性については、森林認証を取得した森林から⽣産された⽊材・⽊材製品が

CoC認証と連結し、認証マークが押印された⽊材・⽊材製品、伝票等をもって証明されることが必要であ

る。

（２）森林・林業・⽊材産業関係団体の認定を得て事業者が⾏う証明⽅法

（３）個別企業等の独⾃の取組による証明⽅法



事業計画策定ガイドライン（P. 9 抜粋）
3-③輸⼊⽊質バイオマス

（4） 燃料のサプライチェーン上の各社において、ライフサイクルGHGを確認できる基準

に基づく認証を取得すること。さらに、予定する調達元を想定した各バイオマスのライフ

サイクルGHGを算定して申告し、基準値を下回ることの確認を受けること。なお、ライフ

サイクルGHGの個別計算を活⽤する場合は個別計算ができることについての第三者認証を

取得した上で算定を⾏うこと。また、運転開始後についても、調達バイオマス毎にライフ

サイクルGHGが基準を下回ることを確認できる情報を含む証票を確認し、事業実施期間に

わたりその書類を保存するとともに、経済産業⼤⾂の求めに応じて、提出できる状態とし

ておくこと。



事業計画策定ガイドライン（P. 12 抜粋）
3-③輸⼊⽊質バイオマス

【解説】また、ライフサイクルGHG排出量の基準は、⽐較対象電源のライフサイクルGHGを2030年のエネルギー

ミックスを想定した⽕⼒発電のライフサイクルGHGである180g-CO2/MJ電⼒とする。⽐較対象電源のライフサイクル

GHGに対する削減率は、2030年度以降に使⽤する燃料については70％削減を達成することを要求する。これを前提

に、2022年度以降の認定案件に対し、2023年4⽉1⽇より、2030年3⽉31⽇までの間は燃料調達毎に50％削減を達成す

ることを要求し、これらの基準を満たすことをFIT/FIP制度の認定の要件とする。ただし、ライフサイクルＧＨＧの基

準の確認対象とするのは1,000kW以上の案件に限る。

2021年度までの既認定案件については、ライフサイクルGHG排出量の基準に照らした最⼤限の排出削減に努めること

を求め、当該取組内容等の⾃社のホームページ等での情報開⽰及び報告を求めるものとする。ただし、2021年度まで

の既認定案件についても、燃料の計画変更の認定を受ける場合には、使⽤する全ての燃料についてライフサイクル

GHG排出量の基準の適⽤を受けるものとする。

なお、2022年度以降の認定案件についても、透明性の観点から、同様に情報開⽰及び報告を求めるものとする。



＜出典＞ 経済産業省, 固定価格買取制度, 
情報公表⽤ウェブサイトより
FoE Japan作成（各年年度末）



• ⽯炭⽕⼒によるバイオマス混焼にも
FIT認定が与えられている（40件）

• うち36件は⾮効率⽯炭（亜臨界圧
（Sub-c）/ 超臨界圧（SC））に該当する設
備を含む

※混焼は2019年度以降のFIT新規認定
の対象外となったが、既存案件は対象
のまま。

⇨⽯炭⽕⼒に再エネ賦課⾦が⽀払わ
れ、⽯炭⽕⼒の延命に

FIT認定と⽯炭⽕⼒の
バイオマス混焼



⽯炭⽕⼒による
バイオマス混焼

• ⼤⼿電⼒の⽯炭⽕⼒の約半数に

あたる31基が混焼実施（2019

年度実績）

• 省エネ法では、⽯炭⽕⼒の⾼効
率化を着実に促進するための規
制的措置として、バイオマス燃
料を混焼することで発電効率を
上げたとみなすことを容認

＜出典＞
資源エネルギー庁

⽯炭⽕⼒検討ワーキンググループ
（2021年4⽉23⽇）

「中間取りまとめ概要」



まとめ
FIT制度の主な問題点

• 持続可能性に関する明確な基準がない

• ガイドラインの要件を満たした燃料であることの確認がされていない

• 情報公開など透明性がない

• ガイドラインに反する事業者への厳格な罰則がない

• 温室効果ガス排出量の基準が導⼊されたが⼤半の事業者は努⼒義務の範囲

• バイオマス混焼の⽯炭⽕⼒発電がFIT認定されている


